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表 2-4 朝霞市みどりの基本計画（H28～R7）における事業実績 

 施策の方向性 主な事業名 主な実績の内容 

み
ど
り
を
守
る 

自然との共生 
理解醸成 

市民参加による 
自然調査と 
情報発信 

・市民参加型生き物調査の実施、調査結果に基づく生き物台帳および生
き物マップの更新・公表 

・生物多様性市民懇談会の開催、専門家による講演やナラ枯れ被害情報の共有 

・内間木公園のいきものがたり等の掲示による情報発信 

落ち葉の 
利活用・循環 

・落ち葉プールおよび市民協働による落ち葉集めイベントの実施 

・朝霞の森における落ち葉だまりの設置と堆肥化、プレーパークでの工作
活用 

普及啓発 
環境学習 

・年次報告書「朝霞の環境」の発行 

・あさか環境かるたの作成による環境学習の推進 

水辺・環境の 
保全 

環境美化活動 
・きれいなまちづくり運動の実施（春・秋） 

・荒川河川敷における不法投棄物の一斉撤去活動 

実態調査 
計画 

みどりの 
実態把握 

・緑被率調査の実施および経年変化の公表 

・次期計画策定に向けた市民・団体へのヒアリング実施 

農地の 
保全・活用 

農業振興 
ふれあい 

・農地の保全および緑肥対策としての景観作物種子の配布 

・市民参加による農業体験（田植え･ジャガイモ掘り･野菜収穫等）の実施 

花
や
緑
を
育
て
て
つ
な
ぐ 

緑化活動の 
支援 

基金・助成 
制度の運用 

・景観形成補助金制度の運用開始および交付 

・景観づくり団体の認定および活動支援 

・みどりのまちづくり基金への寄附受領、寄附型自動販売機の設置 

公共空間の 
緑化・管理 

街路樹・ 
公共施設の 
適正管理 

・街路樹剪定基準の改正、路線ごとの育成方針検討 

・ナラ枯れ被害等による公園・緑地内の調査および枯損木伐採 

・公共施設敷地内の緑化推進、見通しを遮る樹木の移植・剪定 

新たな 
緑の創出 

・市役所前花の池テラスの整備 

・浜崎黒目花広場の用地取得 

市民協働 
ボランティア 
活動支援 

・道路美化活動団体および公園管理団体の募集・活動支援 

学校緑化 
学校・公共 
施設の緑化 

・小中学校等における壁面緑化・屋上緑化の設置および維持管理 

・校庭芝生化の実施と維持管理 

公
園
の
魅
力
を
高
め
る 

基地跡地 
シンボルロード 

シンボルロードの 
整備・活用 

・「基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画〔改訂版〕」の策定 

・シンボルロードの供用開始、グリーンインフラ（雨庭）の整備 

・シンボルロードの管理運営を考える会議の開催、エリアビジョン（暫
定版）の運用 

・日常清掃の実施 

にぎわいの 
創出 

・アサカストリートテラス、あさか冬のあかりテラス、彩夏祭、ちいさ
なテラス等のイベント開催 

・キッチンカー出店による日常的なにぎわいづくり 

・朝霞の森におけるプレーパーク開催および暫定利用の継続 

身近な 
公園づくり 

新規公園の 
整備 

・みやど公園、まぼりひがし公園の整備 

・まぼりみなみ公園の暫定開放 

・バリアフリーやインクルーシブ視点を取り入れた施設整備の検討 

魅力向上 
ソフト事業 

・市内を巡るグリーントレイルマップの作成・公表 

・身近な公園でのプレーパークキャラバンの実施 

・まちなかベンチおよび健康器具の設置推進 

施設の 
維持・更新 

長寿命化 
安全対策 

・公園施設長寿命化計画に基づく遊具の更新・修繕 

・公園灯の修繕 

・老朽化した遊具等の改修 
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4 みどりに対する意識・意向 

 

これからの計画をつくるために、無作為に選ばれた 3,000 人の市民の方々を対象にみどりの市民アンケ

ート調査を行いました。その結果、皆さんがみどりに対して日ごろ感じていることや、これからのまちづくりに

期待していることがわかってきました。 

 （１）みどりへの満足度と愛着 

朝霞市のみどり全体に対し、多くの市民が満足していると回答しました。特に豊か・魅力的な場所として、

黒目川、朝霞の森、青葉台公園、シンボルロードが上位に挙がり、将来に残したい場所としても同様の結果

となりました。これらの場所は、市民にとって単なる風景ではなく、まちのシンボルとして誇りや愛着を感じ

る大切な財産となっていることがわかります。 
 

 

図 2-25 朝霞市のみどりの豊かさや魅力に満足している 

 （２）身近な公園への評価と要望 

全体的な満足度は高い一方、身近な環境への要望も寄せられました。住まいの近くの公園評価は地域差

があり、南部が高く、他地域では低い傾向が見られます。自由意見では、子育て世代からボール遊びができ

る広い場所やこどもがのびのび遊べる遊具や自然体験の場を求める切実な声が上がる一方、高齢者から

は安全な木陰の散歩道やベンチ・トイレの整備を求める声が多く、世代ごとのニーズの違いが明らかにな

りました。 

 （３）公園の利用頻度と利用層 

市民の公園利用は年平均 30.9 回で

した。地域別では南部が最も多く、内間

木地域が最も少ない結果となり、公園の

配置状況が影響していると考えられます。

世帯構成別では、未就学児がいる世帯

の利用が年 73.8 回と突出して多くなっ

ています。このことから、子育て世代にと

って公園は日常に欠かせない生活基盤

であり、その整備や充実へのニーズが非

常に高いことがうかがえます。  

図 2-26 公園の年間利用回数 
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 （４）緑化活動への参加経験と今後の意向 

緑化活動への参加経験に関する

問いでは、自宅の緑化や道路清掃と

いった活動が上位となりました。一

方で、今後の意向では市民農園での

野菜づくりが最多となり、従来の管

理・美化活動に加え、土や農とふれ

あう体験への要望が高まっているよ

うです。今後は、定着している活動を

継続しつつ、高いニーズがありなが

ら機会が不足しがちな「農ある暮ら

し」の場をいかに確保・提供していく

かが課題といえます。 

 

 

 

 

 
 

 （５）みどりの多面的な機能への評価 

みどりが持つ様々な機能に対して、総額 1,000 円持っていると仮定したらどのように配分するかという

質問を行いました。その結果、地球温暖化を緩和する機能や水害などの自然災害を防ぐ機能に対する支払

いが上位となりました。このことは、市民の皆さんがみどりを単なる風景や遊び場としてだけでなく、自分

たちの安全な暮らしを守るために欠かせないインフラとして、その価値を高く評価していることの表れとい

えるでしょう。 
 

 

図 2-28 みどりを守るための仮定の支払い意思 

（総額 1000 円の支払いにおける配分額の平均）  

図 2-27 参加経験のある活動・今後取り組みたい活動 
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5 みどりの課題と計画の視点 

 （１）課題の整理 

社会の変化や今の朝霞市の状況をふまえて、これから解決すべきみどりの課題を整理しました。 

 

表 2-5 みどりの課題 

みどりが持つ多様な機能を生かしてま

ちづくりや地域の課題に 

対応すること 

近年増えている大雨や猛暑などに対応するために、みどりの

チカラを上手に生かすことが大切です。雨水が地面に浸み

込みやすいまちづくりや、生き物の生息地を守ったりするこ

とで、災害に強く安心して暮らせる、自然と調和したまちを

目指す必要があります。 

みどり（樹林地、樹木、農地、湧水など）

の減少を抑制し保全すること 

朝霞らしい風景をつくる雑木林や農地が減っています。これ

らを残すために、国の新しい制度の活用や、土地の購入な

ど、大切なみどりを守り抜くことが求められます。 

身近なレクリエーション空間を 

充実させること 

遊べる場所が少ないという声に応えるため、新しい公園をつ

くるだけでなく、今ある公園を使いやすくリニューアルした

り、空いている土地を活用したりして、誰もが気軽に過ごせ

る身近な居場所を増やしていくことが重要です。 

朝霞らしい魅力的なみどりを 

さらに充実させること 

黒目川や基地跡地周辺のみどりは、朝霞市を代表する大切

な財産です。これらを次世代へしっかりと引き継ぐために、自

然環境を守りながら、市民の皆さんがもっと親しめる交流の

場として活用していくことが大切です。特に基地跡地につい

ては、まちの中心的な公園としての整備に向けた検討を着

実に進める必要があります。 

みどりの空間をネットワーク化させみど

りに親しむ場を充実させること 

公園や川を、歩きやすい道でつなぐことが求められていま

す。段差をなくして車椅子やベビーカーでも通りやすくした

り、木陰のある並木道やベンチ、トイレを整備したりすること

で、誰もが健康づくりや散歩を楽しめるネットワークをつくる

ことが課題です。 

公共空間の緑化を進めながら 

植栽などの適切な維持管理や 

更新を図ること 

道路の街路樹や公共施設の樹木が大きくなりすぎて管理が

難しくなったり、雑木林でナラ枯れ被害が発生したりしてい

ます。安全で美しい景観を保つために、木の状態にあわせて

適切に手入れをし、時には若返らせるなど、計画的に管理し

ていく必要があります。また、維持管理の質の向上とコスト

の抑制を両立させる必要があります。 
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エコアップ22や 

都市気象の緩和等に貢献する 

民有地の緑化を促進すること 

市が管理する場所だけでなく、個人の家や会社の敷地にもみどり

を増やすことが大切です。開発で建物をつくる際にもみどりを残

すよう働きかけたり、雨水を貯める庭づくりを応援したりすること

で、まち全体の気温を下げ、生き物が住みやすい環境をつくって

いく必要があります。 

みどりの質の向上を誘導し 

評価する仕組みの検討や 

みどりの普及啓発を進めること 

みどりが私たちの生活にどれほど役立っているか、その価値を見

える化して伝えていくことが必要です。環境教育やイベントを通

じて、みどりの大切さを学ぶ機会を増やし、市民や企業の皆さん

が積極的にみどりに関する活動に参加したくなるような仕組みづ

くりや情報の提供が求められています。 

多様な市民が参加し 

連携・協働しながら 

公園緑地の利活用の促進を 

図ること 

行政だけで広大なみどりを管理するには限界があります。公園の

草取りや花植えを行う公園サポーターのようなボランティア活動

を支援したり、関心のある人が気軽に参加できるきっかけをつく

ったりして、市民、団体、企業など、みんなで協力してみどりを支え

るネットワークを広げることが大切です。 

朝霞のみどりを生かした 

ライフスタイルを 

内外にアピールすること 

彩夏祭や黒目川花まつりなど、みどりを舞台にしたイベントはま

ちの魅力です。こうした催しを充実させるとともに、日々の暮らし

の中で楽しめる自然体験の情報を発信し、「みどりと共に暮らす

朝霞のライフスタイル」のよさを市内外の多くの人に伝えていく

必要があります。 

地域に根付く都市公園として 

利活用の促進を図ること 

公園をもっと自由で楽しい場所に変えていく必要があります。例

えば、ボール遊びのルールを見直したり、マルシェ（市場）を開い

たりするなど、地域の皆さんのアイデアを取り入れ、多世代が交

流できるにぎわいのある公園づくりを進めることが課題です。 

農業体験や自然観察、 

ハイキングなど 

自然とのふれあいの機会の 

充実を図ること 

アンケートでは、農業体験や自然観察への関心が高いことがわ

かりました。公園や残された樹林地、農地を活用して、野菜の収穫

体験や生き物観察会、ウォーキングイベントなどを充実させ、身

近な場所で土や自然とふれあえる機会を増やしていくことが求

められています。 
  

 
22  みどりや水辺を増やすだけでなく、水辺と草木を隣り合わせるなどして、生き物のすみかとしての「質」を高めることです。

今ある環境に手を加え、生き物がより暮らしやすい豊かな自然へとレベルアップさせる工夫を指します。 
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5 みどりの課題と計画の視点 

 （２）計画の視点 

現況調査に基づく課題の整理を踏まえ、計画の方向性を示す３つの視点をまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-29 計画の視点 

現況調査に基づく課題の整理 

みどりが持つ多様な機能を生かして 

まちづくりや地域の課題に対応すること 

みどり（樹林地、樹木、農地、湧水など）の減少

を抑制し保全すること 

身近なレクリエーション空間を 

充実させること 

朝霞らしい魅力的なみどりを 

さらに充実させること 

みどりの空間をネットワーク化させ 

みどりに親しむ場を充実させること 

公共空間の緑化を進めながら 

植栽などの適切な維持管理や 

更新を図ること 

エコアップや都市気象の緩和等に貢献する 

民有地の緑化を促進すること 

みどりの質の向上を誘導し評価する仕組みの

検討やみどりの普及啓発を進めること 

多様な市民が参加し、連携・協働しながら公園

緑地の利活用の促進を図ること 

朝霞のみどりを生かしたライフスタイルを 

内外にアピールすること 

地域に根付く都市公園として 

利活用の促進を図ること 

農業体験や自然観察、ハイキングなど 

自然とのふれあいの機会の充実を図ること 

計画の視点 ２ 

計画の視点 １ 

みどりを支える 

仕組みや担い手を 

育て・広げ・つなげること 

暮らしを支え、豊かにする 

みどりを整えること 

計画の視点 ３ 

みどりを楽しむ暮らしを 

広めること 

計画の視点 
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３章  みどりの将来像  
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1 基本理念  

 

私たちの暮らす朝霞市は、東京都心からわずか 20 キ

ロメートルという便利な場所にありながら、古くからの武

蔵野の面影を残す豊かなみどりに恵まれたまちです。台

地の上には畑や屋敷林があり、低い土地には広々とした

荒川や身近な黒目川が流れています。そして、台地と低

い土地をつなぐ斜面には、湧き水や樹林地が残り、長い

歴史を持つお寺や神社とともに、朝霞ならではの美しい

風景をつくりだしています。こうした地形の変化に富ん

だ朝霞らしいみどりは、長い時間をかけて先人たちが大

切に守り、育ててきた、私たちにとってのかけがえのない

財産です。 

みどりは、ただ美しい景色としてそこにあるだけでは

ありません。おいしい農作物を育て、様々な生き物のす

みかとなり、大雨のときには水を地面に蓄えて災害を防

ぎ、夏の厳しい暑さを和らげます。そして何より、みどり

のある空間は私たちの心を癒やし、日々の生活に安らぎ

と潤いを与えてくれます。健康で生きがいを感じながら

心豊かに暮らすこと、そんな私たちの幸せな毎日には、

身近なみどりが欠かせません。 

しかし今、時代の変化とともに、こうしたみどりは少し

ずつ減ってきています。また、地球温暖化の影響により

災害が増加したり、少子高齢化といった社会の変化も進

んでいます。そこで新しいみどりの基本計画をつくるに

あたり、みどりの現状を調べ、これからのまちづくりに必

要な課題を整理しました。その結果、未来に向けた方向

性として、計画の「３つの視点」が見えてきました。それは、

「暮らしを支え、豊かにするみどりを整えること」、「みどり

を支える仕組みや担い手を育て・広げ・つなげること」、

そして「みどりを楽しむ暮らしを広めること」です。 

自然が持つチカラを上手に生かすグリーンインフラの

考え方を取り入れ、この３つの視点をしっかりと形にして

いくために、朝霞市が目指すまちの姿として、次の理念

を掲げます。 

  

 

基本理念 
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朝霞らしいみどりを みんなで育み 暮らしに生かすまち 
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2 基本方針  
 

基本理念「朝霞らしいみどりを みんなで育み 暮らしに生かすまち」には、みどりを守るだけでなく、私たち

の生活の中で積極的に生かし、まち全体をよりよくしていこうという願いが込められています。そして、この

理念を実現するために、３つの視点を踏まえた「３つの基本方針」に沿って取組を進めていきます。 

１つ目の方針は、「暮らしを支え豊かにする朝霞らしいみどりを整える」ことです。みどりが持ついろいろな

チカラをまちづくりに上手に生かしていく視点を取り入れながら、今あるみどりを守り、新しいみどりを生み出

し、適切に手入れすることで、朝霞らしいみどりを豊かにしていくことを目指します。 

２つ目の方針は、「みどりを支える仕組みや担い手を育て・広げ・つなげる」ことです。古くから大切にされて

きたみどりそのものや、それを守る市民活動、長年積み重ねられた知識やノウハウは、朝霞市のかけがえのな

い財産です。この財産を大切に育みながら、活動する人同士を柔軟につなぎ、協力の輪を広げることで、みん

なでみどりを支えていく仕組みを目指します。 

３つ目の方針は、「みどりのある暮らしを楽しむ」ことです。みどりの魅力をより多くの人に知ってもらう機

会をつくり、見るだけでなく、ふれて体験することで、日常生活の中でみどりを身近に感じて楽しむ心地よい

暮らしを、まち全体に広めていくことを目指します。 

未来の朝霞市が、みどり豊かで災害に強く、誰もが心穏やかに暮らせるまちであるために、私たち一人ひと

りがみどりの大切さを知り、楽しみながら、次の世代へとこの素晴らしい環境をつないでいきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

基本方針１ 暮らしを支え豊かにする朝霞らしいみどりを整える 
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基本方針２ みどりを支える仕組みや担い手を育て・広げ・つなげる 

基本方針３ みどりのある暮らしを楽しむ 
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３  みどりの配置方針  

 

 （１）まち全体で育む「朝霞の大樹」 ～まち全体でみどりをつなぐ配置方針～ 

朝霞市のみどりは、地形の特徴に沿って広がっており、それぞれの役割ごとに「核」「回廊」「拠点」「基質」

の 4 つに見立てます。これらを互いに結び合わせることで、大地に深く根を張る一本の大きな樹木のよう

に、市全体のみどりをつなげていきます。 

 

① 大樹を支える根にあたる「核」：荒川の水とみどり 

まちの東側を流れる荒川を、大樹を支える力強い「根」として守り育てます。根が大地から水分を吸い

上げ木全体を支えるように、広大な河川敷と豊かな水辺を、数え切れないほどの生き物たちの命を支え

る源（みなもと）となるように、地域の自然環境の土台として大切にします。 

 

② 栄養を運ぶ幹や枝にあたる「回廊」：水と風の通り道 

黒目川や新河岸川などの河川、道路沿いの街路樹、そして斜面林などを、大樹の「幹や枝」に見立てて

つなげていきます。これらが水とみどりの回廊（通り道）となり、生き物たちが安全に移動できるルートや、

涼しい風をまちの奥まで運ぶ風の道としての機能を果たすことを目指します。 

 

③ 花や果実として輝く「拠点」：豊かな自然の宝庫 

基地跡地や城山公園、そして武蔵野の面影を残す斜面林などを、まちを彩る「花や果実」のような拠点

として守り育てます。まとまったみどりとして存在感を放ち、鳥や小動物の大切なすみかとなるとともに、

雨水を大地に浸透させて湧水を育む場所を目指します。 

 

④ まちを覆う葉っぱにあたる「基質」：身近な暮らしを守るみどり 

身近な公園や農家の屋敷林、野菜を育てる農地、そして住宅地や道ばたの小さなみどりを、木全体を

覆う無数の「葉」として広げていきます。一枚一枚の葉は小さくても、まち全体に広がることで夏の暑さ

を和らげ、雨水を地面に蓄えるスポンジのような役割を果たし、私たちの生活環境を守る存在を目指し

ます。 
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図 3-1 大きな樹木に例えた朝霞市のみどりのつながり  

花や果実＝みどりの拠点 

（基地跡地・城山公園、斜面林等） 

幹や枝＝みどりの回廊 

（黒目川、新河岸川、街路樹、地形のひだ等） 

葉っぱ＝みどりの基質 

（身近な公園、屋敷林、農地、まちなかの小さなみどり等） 

根＝みどりの核 

（荒川の水とみどり） 
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３  みどりの配置方針  

 （２）みどりの配置方針図 

まち全体でみどりをつなぐ考え方に基づき、みどりの配置方針図を位置づけます。 

 

 

図 3-2 みどりの配置方針図   
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 凡 例   

 

 
みどりの核・拠点 

市域をまたがる広域的なみどりのネットワークや本市のみどり

を象徴する都市公園や緑地保全地区などは重要な市の財産と

して捉え、みどりの核・拠点としてその特色を生かした適切な利

活用や保全を目指します。 

 

 

みどりの回廊 

（河川軸） 

荒川、黒目川・新河岸川・越戸川の豊かな自然環境を保全する

とともに、河川沿いの散策路や休息空間などを充実させ、自然

学習やレクリエーションの場として活用します。 

 

 

みどりの回廊 

（道路軸） 

街路樹の適正な維持管理を行うことで、健全な成長を促すとと

もに、安全で快適な道路空間を確保します。また、今後整備が予

定されている都市計画道路については、人と環境にやさしい道

路づくりを目指すとともに、緑化を進めます。 

 

 

地形の回廊 

（台地面と低地面の境界部） 

台地面と低地面の境界部には、斜面林や湧水地、古墳、社寺

地などが分布しており、これらの本市の歴史文化と一体とな

った自然環境を保全します。 

 

 

みどりの基質 

（武蔵野台地面） 

台地面には武蔵野の面影を残す畑地や屋敷林・斜面林が分布

していますが減少傾向にあります。これらのみどりは水害の抑

制や生物多様性の保全など多面的なはたらきを有しており、持

続性のある地域環境の形成に重要な役割を果たしていること

から、その保全を目指します。 

また、緑化や雨水の浸透貯留を推進することで、地域の水循環

の健全化やヒートアイランド現象の緩和、まちなかの生物空間

の保全再生を図り、みどりと調和した持続的で暮らしやすいま

ちの実現を目指します。 

 

 

みどりの基質 

（荒川低地面） 

低地面に広がる農地は、食料生産の場としてだけでなく、広域

的な水害の軽減などのはたらきを有しており、持続性のある地

域環境の形成に重要な役割を果たしていることから、その保全

を目指します。 

国道 254 号バイパスの沿道エリアでは、道路整備と連動したみ

どりの拡充を目指します。 

 

 湧水 
地域の水循環が健全であることによって湧水は保全されます。

持続性のある地域環境の形成のバロメーターとして湧水の保

全を推進します。 

 

 
都市公園等 

都市公園などにおいては、身近な遊び場、にぎわいの場、防災

拠点として機能の充実と適正な維持管理を図り、良好な地域環

境づくりに貢献する公園づくりを推進します。 

 

 

身近な公園整備検討エリア 

（都市公園等から離れたエリア） 

公園などの身近なレクリエーション空間が不足する地域では、

公園の整備やみどりのストックを柔軟に活用した取組により、そ

の解消を目指します。 

 

 

居心地のよい 

快適な歩行空間の 

整備推進エリア 

景観を彩るみどりとゆとりのある歩行空間や休息空間の整備に

よって、歩行者が快適に、楽しく、安全に歩けるようなまちなか

の実現を目指します。 

 

 

緑化重点地区 

（市全域） 

本市は都市公園の量が不足していることや、農地や樹林地が減

少傾向にあることから、市全域を緑化の推進に配慮を加えるべ

き緑化重点地区に位置づけ、みどりの保全・整備と質の向上を

図ります。 
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コラム  
こどもから大人まで、楽しみながら環境について学べる 

あさか環境かるた  をご紹介します。  あさか環境かるた 
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４章  みどりの指針  
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《みどりの指針の役割と構成》  
 

本計画では、基本理念 「朝霞らしいみどりをみんなで育み暮らしに生かすまち」の実現に向け、市民・事業

者・行政による様々な取組を位置づけ、みどりのチカラが上手に生かされたまちづくりの推進を目指していま

す。それらの取組を進めるにあたり、グリーンインフラへの理解が深まるよう、みどりに関する考え方や取組

の方向性を示す「３つのみどりの指針」を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 みどりの指針の構成  

 

基本方針 

暮らしを支え 

豊かにする 

朝霞らしいみどりを 

整える 

みどりを支える 

仕組みや担い手を 

育て・広げ・つなげる 

みどりのある 

暮らしを楽しむ 

 

朝
霞
ら
し
い
み
ど
り
を 

み
ん
な
で
育
み 

暮
ら
し
に
生
か
す
ま
ち 

基本理念 
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